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会 議 次 第  

 

別紙のとおり 

 

配 布 資 料  

 

別紙のとおり 

 

事務局職員  

職 氏 名  

市民生活部長 益子 恵子 

地域活動支援課長 竹井 伸次 

男女共同参画推進担当 諸井 涼子 
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会議録（２） 

議事録の概要（経過）・決定事項 

（１）第５次飯能市男女共同参画プラン策定方針および策定スケジュールについて 

    事務局から資料１－１、資料１－２について説明をした後、審議を行った。 

（２）第５次飯能市男女共同参画プラン策定のための市民意識調査の結果について 

    事務局から資料２について説明をした後、審議を行った。 

（３）第５次飯能市男女共同参画プラン策定のための企業意識調査について 

    事務局から資料３－１、資料３－２について説明をした後、審議を行った。 

（４）平成２９年度事業計画について 

    事務局から資料４について説明をした後、審議を行った。 

 

 



会議録（３） 

発 言 者 発 言 内 容 

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課長 

 

 

 

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

課長 

 

 

部長 

本日は、平成２８年度第３回飯能市男女共同参画審議会にお忙しいと

ころ御出席を賜り誠にありがとうございます。 

 私は本日の進行を務めさせていただきます、地域活動支援課の竹井で

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の会議ですが、１時間３０分を予定しております。１１時３０分

には閉会したいと考えておりますので、皆さまの御協力をお願いいたし

ます。 

 それでは、まず資料の確認をさせていただきます。 

 

＜資料確認＞ 

 

不足はございませんか。 

 

＜不足なし＞ 

 

ここで定足数の御報告をいたします。本日は小野委員、矢島委員から

都合により欠席する旨の御連絡をいただいています。よって、８名の委

員の出席ですので、飯能市男女共同参画推進条例第１９条第２項の規定

によりまして、本会議は成立しておりますことを御報告申し上げます。 

それでは只今から、平成２８年度第３回飯能市男女共同参画審議会を

開会します。 

お手元の次第に基づき、進行をさせていただきます。 

次第の２、あいさつです。はじめに、南林会長からごあいさつをお願

いいたします。 

 

＜会長あいさつ＞ 

 

ありがとうございました。続きまして、市民生活部益子部長からごあ

いさつを申し上げます。 

 

＜部長あいさつ＞ 

 



課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

議長 

 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

事務局 

 

ありがとうございました。 

それでは、議事に入る前に御連絡をさせていただきます。 

本日の会議は、飯能市審議会等の会議の公開に関する指針に基づき、

原則公開とさせていただいておりますが、本日は傍聴の申し込みはあり

ませんでしたので、御報告をさせていただきます。 

それでは、飯能市男女共同参画推進条例第１９条第１項に「審議会は、

会長が招集し会議の議長となる。」と定められていますので、南林会長

に議事の進行をお願いいたします。 

 

それでは、次第の３、議事（１）第５次飯能市男女共同参画プラン策

定方針および策定スケジュールについて審議いたします。 

事務局に説明を求めます。 

 

＜資料に基づき事務局が説明＞ 

 

 只今、事務局から説明がありましたが、御意見、御質問はございます

か。 

 

男女共同参画庁内推進会議の庁内委員とはどのようなメンバーで構

成されているのでしょうか。 

 

庁内委員は、庁内の関係各課の主幹級から主任級の１４名の職員で構

成されています。 

 

庁内委員の男女比はどのようになっていますか。 

 

男性８名、女性６名です。 

 

企業意識調査の業務委託範囲は、集計と分析でしょうか。 

 

業務委託は、第５次男女共同参画プラン策定全般の支援です。企業意

識調査の集計と分析を含め、最終的に印刷・製本までを委託します。 

 

業務委託の予算はどのくらいでしょうか。 

 

１８９万円を計上しています。 

 



委員 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

企業意識調査のスケジュールが全体的に短いと感じますが、報告書は

いつ頃納品でしょうか。 

 

スケジュールでは６月中旬を予定していますが、若干の変更も予想さ

れます。 

 

業務委託は分析までということですが、機械的な分析でしょうか。そ

れとも専門家による分析でしょうか。 

 

基本的には、アンケート結果から読み取れる考察までを考えていま

す。クロス集計から見えるものを成果として出していただくことを考え

ています。 

 

先程の庁内委員で分析を担当するのはいかがでしょうか。 

 

企業意識調査から見える現状や課題を庁内推進会議で検証し、第５次

プランの方針や施策部分に繋げていくことを考えています。 

 

一般的にアンケート結果は数字であがりますが、そこから「～であろ

う。」と推測ではなく、自由記載欄に書かれるような市民の声を取り上

げた方が良いと思います。例えば、自由記載欄に共通のキーワードが多

くあがったら、そこに明らかに課題があると言い切れると考えます。市

民意識調査同様に、企業意識調査も自由記載欄はありますか。 

 

企業意識調査にも自由記載欄がありますので、業務委託する業者にも

発注の段階でそのような分析の依頼をする予定です。 

 

他に御質問等はございませんか。 

それでは、議事（１）については以上でよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

続きまして、議事（２）第５次飯能市男女共同参画プラン策定のため 

の市民意識調査の結果について審議いたします。 

事務局に説明を求めます。 

 

＜資料に基づき、事務局から説明＞ 



 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

只今、事務局から説明がありましたが、市民意識調査の報告書は駿河 

台大学で作成いたしました。議長ではありますが、報告書の総括として

報告させていただきます。 

 

＜南林会長から、報告書について総括＞ 

 

 それでは、御質問、御意見はございますか。 

 

配偶者等からの暴力行為について、命の危険性を感じている人が多い

ことに驚きました。また男性が暴力を受けていることにも時代の変化を

感じます。相談をしなかった理由で考えられるのはどのようなことでし

ょうか。 

 

図表２７のとおり、「相談するほどのことでもない。」と考える人が多

いことがわかります。 

 

暴力行為の内容で、男女の差はありますか。 

 

身体的、性的暴力についてはほとんど男女差がありませんが、精神的

暴力については多少女性の方が感じる方が多いです。 

 

私は高齢者間のＤＶの相談をお受けしています。夫婦共に元気な時は

さほど問題でなかったことが、どちらか一方が介護が必要となった場合

などに問題が大きく露呈することが多いです。現状、女性から男性への

暴力もあります。 

 

意見ですが、「家庭の中で」の男女平等は、平等な役割分担ではなく、

お互いの能力に応じて分担する、というのが現状だと思います。 

その反面、「職場の中で」の男女平等は、能力に応じて分担ではなく、

「男女」という枠で仕事内容が分担されることが多いと感じます。 

女性が企業に求めるものは、「ワークライフバランスのとれた環境」

であると考えます。 

 

 女性は賃金や昇給・昇格よりも、子育てをしやすい職場環境を望んで

いるということですね。 

他に御意見等ございませんか。 



 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

委員 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 それでは、議事（２）については以上でよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

 続きまして、議事（３）第５次飯能市男女共同参画プラン策定のため

の企業意識調査について審議いたします。 

 事務局に説明を求めます。 

 

＜資料に基づき、事務局から説明＞ 

 

 只今、事務局から説明がありましたが、御意見、御質問はございます 

か。 

 

事業所の抽出方法について、商工会議所会員から無作為で抽出とあり

ますが、事業所の業種や規模によって偏りがないように階層別に抽出す

る方法がよいと思います。 

 

 業種や規模についてはバランスを考慮した上で抽出する予定です。 

 

 設問の「ワークライフバランス」という言葉は、言葉の説明を入れた

方がよいと思います。 

 

 「ワークライフバランス」という言葉については、一般的に５０％の

認知度ですが、「仕事と家庭の調和」という説明を入れた方が親切です

ね。 

  

 参考にさせていただきます。 

 

事業所の抽出方法について、福祉の作業所やＮＰＯ法人など小さいな

がらも良い取組をしている事業所もありますので、そのようなところの

意見を聴けると良いと思います。 

 

 ＮＰＯ法人、合資会社、組合など、商工会議所会員に入っているとこ

ろもありますので、なるべくバランスよく抽出したいと思います。 

 

 基本的に対象事業所は企業ですか。学校や学童は対象外ですか。 

 



事務局 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

 基本的に企業が対象です。商工会議所会員からの抽出以外に他の方法

も考慮しましたが、企業のデータを手に入れることが難しいので、今回

は商工会議所会員からの抽出を予定しています。 

 

 飯能市の産業としては、医療福祉分野が多いので、その分野の意見は

必要だと思います。 

 

 商工会議所会員に医療福祉分野の事業所も入っていますので、参考に

させていただきます。 

 

 市の産業分類の割合を調べ、その割合に準ずるように抽出するのが良

いと思います。 

  

 参考にさせていただきます。 

 

他に御意見等はございませんか。 

それでは、議事（３）については以上でよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

それでは、議事（４）平成２９年度事業計画について審議いたします。

事務局に説明を求めます。 

 

＜資料に基づき、事務局が説明＞ 

 

只今、事務局から説明がありましたが、御意見、御質問はございます

か。 

 

女性相談の女性心理カウンセラーは、女性のみが対象でしょうか。 

 

本市の女性相談は女性対象の相談窓口で、男性が相談を希望された場

合は埼玉県の窓口を御案内しています。近隣の市町村も同じ対応です。

しかしながら、人権相談や市民相談については男性も対象としています

ので、必要に応じてそちらを御案内しています。 

 

私は、特に高齢者の男女共同参画に対する意識がまだ低いと思いま

す。しかし現代は介護の時代になっており、いざ介護をする・される側



 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

課長 

となった場合に備え、シニア世代に対する男女共同参画の意識啓発が必

要だと思います。 

 

私も仕事を退職した男性が地域デビューするための支援を目的とし

たセミナーが必要だと思います。 

 

今後の事業の参考にさせていただきます。ありがとうございます。 

 

他に御質問等はございませんか。 

それでは、議事（４）については以上でよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

議事はすべて終了しましたので、議長の職を解かせていただきます。

ありがとうございました。 

 

南林会長、ありがとうございました。 

つづきまして、次第４、その他です。事務局から前回８月の審議会以

降の男女共同参画に関連する取組について、御報告を申し上げます。 

まず、お配りしました男女共同参画情報紙「アンサンブル」について

です。平成２８年度は広報はんのう１１月号で「ＤＶ防止」の特集、２

月号で「多様な働き方」の特集を掲載しました。広報はんのう２月号は

埼玉県ウーマノミクス課と埼玉新聞社との共催により、「飯能で輝く女

性をＰＩＣＫＵＰ」として、飯能市内でいきいきと働く女性の紹介と埼

玉県の「多様な働き方実践企業認定制度」の紹介をさせていただきまし

た。 

続きまして、第２回男女共同参画セミナーとして、平成２９年１月２

１日（土）に「キャビンアテンダントによる仕事のハ・ナ・シ」を日本

航空株式会社の御協力で、小学生を対象に開催しました。４９名の市民

の皆さまに御家族で参加していただきました。また、平成２９年２月１

日（水）に、第３回飯能市男女共同参画セミナーとして、市立図書館と

共催で映画上映会「千の風になって・・・」を開催しました。図書館の

開館前からお並びいただいた方もいらっしゃり、１２６名の市民の皆さ

まに参加していただきました。 今後も様々な視点や他課との共催を視

野に入れて、セミナーを企画していきたいと考えています。 

 続きまして、男女共同参画推進庁内情報紙「アイリス」です。こちら

は５年間休刊になっていましたが、今年度復活させ、１１月と３月に庁



内の全職員を対象に発行しました。今後は、定期的に様々な男女共同参

画に関する情報を庁内に向けて発信していく予定です。 

以上、男女共同参画に関連する取組についての報告をさせていただき

ました。 

また最後になりますが、平成２９年度の第１回の審議会は５月中旬を

予定していますので、御出席をお願いいたします。 

事務局からは以上ですが、委員の皆様から御連絡等はございますか。 

ないようですので、これをもちまして平成２８年度第３回飯能市男女

共同参画審議会を閉会とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

＜閉会＞ 

 

 議事のてん末・概要を記載し、その相違ないことを証するためここに署名します。 

 

 

平成   年   月   日 

       

議長の署名                  

 


